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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県条例の形式を左横書きに改正する条例の制定（栃木県条例第49号） 

１ この条例の施行の際現に公布されている条例の形式を左横書きに改正するため、条例を制定することとし  

ました。 

２ この条例は、令和３（2021）年11月１日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例等の一部改正（栃木県条例第50号） 

１ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、次の条例について所要の  

規定の整備をすることとしました。 

⑴ 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（別表第１関係） 

⑵ 栃木県個人情報保護条例（第34条関係） 

⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び  

特定個人情報の提供に関する条例（第１条及び第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、１の⑴は、規則で定める日から施行するこ  

ととしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第51号） 

１ 知事が認定する獣医師が行う豚熱予防注射に係る豚熱予防液の管理に関する手数料を新設することとしま 

 した。（第３条及び別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第52号） 

１ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第１項に規定する過疎地域において相談援助業務  

又は介護等業務に従事した場合における修学資金の返還免除の要件の特例を規定することとしました。（第 

11条関係） 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正（栃木県条例第53号） 

 公衆浴場等の営業者が講じなければならない衛生措置等の基準を改めるため、次のとおり改正することとし 

ました。 

１ 公衆浴場法施行条例関係 

⑴ 公衆浴場において男女の混浴を制限する年齢を、７歳以上（現行12歳以上）とすることとしました。 

（第６条関係） 

⑵ 公衆浴場の浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残留塩素濃度を管理 

しなければならないこととしました。（第７条関係） 

２ 旅館業法施行条例関係 

旅館業の施設の浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残留塩素濃度を管 

理しなければならないこととしました。（第12条関係） 

３ 施行期日 

この条例は、令和４（2022）年１月１日から施行することとしました。ただし、１の⑵及び２は、公布の 

日から施行することとしました。 

◇栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例の一部改正 

（栃木県条例第54号） 

１ 産業競争力強化法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例の一部改正（栃木県条例第55号） 

１ 下水道法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第１条、第３条及び第５条関  

係） 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 



（2） 号外第56号令和３（2021）年10月20日　水曜日 栃 木 県 公 報

　

条 例
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県条例の形式を左横書きに改正する条例の制定（栃木県条例第49号） 

１ この条例の施行の際現に公布されている条例の形式を左横書きに改正するため、条例を制定することとし  

ました。 

２ この条例は、令和３（2021）年11月１日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例等の一部改正（栃木県条例第50号） 

１ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、次の条例について所要の  

規定の整備をすることとしました。 

⑴ 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（別表第１関係） 

⑵ 栃木県個人情報保護条例（第34条関係） 

⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び  

特定個人情報の提供に関する条例（第１条及び第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、１の⑴は、規則で定める日から施行するこ  

ととしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第51号） 

１ 知事が認定する獣医師が行う豚熱予防注射に係る豚熱予防液の管理に関する手数料を新設することとしま 

 した。（第３条及び別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第52号） 

１ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第１項に規定する過疎地域において相談援助業務  

又は介護等業務に従事した場合における修学資金の返還免除の要件の特例を規定することとしました。（第 

11条関係） 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正（栃木県条例第53号） 

 公衆浴場等の営業者が講じなければならない衛生措置等の基準を改めるため、次のとおり改正することとし 

ました。 

１ 公衆浴場法施行条例関係 

⑴ 公衆浴場において男女の混浴を制限する年齢を、７歳以上（現行12歳以上）とすることとしました。 

（第６条関係） 

⑵ 公衆浴場の浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残留塩素濃度を管理 

しなければならないこととしました。（第７条関係） 

２ 旅館業法施行条例関係 

旅館業の施設の浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残留塩素濃度を管 

理しなければならないこととしました。（第12条関係） 

３ 施行期日 

この条例は、令和４（2022）年１月１日から施行することとしました。ただし、１の⑵及び２は、公布の 

日から施行することとしました。 

◇栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例の一部改正 

（栃木県条例第54号） 

１ 産業競争力強化法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例の一部改正（栃木県条例第55号） 

１ 下水道法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第１条、第３条及び第５条関  

係） 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
  一 栃 木 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 条 例 

  二 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  三 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  四 栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  五 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  六 栃 木 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 等 に 関 す る 条 

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  七 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  八 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

   令 和 三 年 十 月 二 十 日 

                          栃 木 県 知 事  福  田  富  一   
 

 栃 木 県 条 例 第 四 十 九 号

栃 木 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 条 例 （ 以 下 「 既 存 条 例 」 と い う 。 ）

の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 条 例 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 条 例 に お け る 右 方 は こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 既 存 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 条 例 」 と い う 。 ）

に お け る 上 方 と し 、 既 存 条 例 に お け る 上 方 は 改 正 後 条 例 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 条 例 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 条 例 に お け る 文 字 の 順

序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 条 例 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て ア ラ ビ ア 数 字

い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当

該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 片 仮 名

該 文 字

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 フ ァ ベ ッ ト

該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 ア ラ ビ ア 数 字

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら

れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら

れ て い る 当 該 文 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら

れ て い る 当 該 文 字
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◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第56号） 

１ 栃木県総合運動公園北・中央エリアに新たに設置される武道館の弓道場（遠的射場）及び多目的広場（ク  

レイ）の使用料の額を定めることとしました。（別表関係） 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 施行期日等 

⑴ この条例は、一部を除き、規則で定める日から施行することとしました。 

⑵ 栃木県都市公園条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 



（3）号外第56号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月20日　水曜日

栃 木 県 条 例 第 四 十 九 号

栃 木 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 条 例 （ 以 下 「 既 存 条 例 」 と い う 。 ）

の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 条 例 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 条 例 に お け る 右 方 は こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 既 存 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 条 例 」 と い う 。 ）

に お け る 上 方 と し 、 既 存 条 例 に お け る 上 方 は 改 正 後 条 例 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 条 例 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 条 例 に お け る 文 字 の 順

序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 条 例 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て ア ラ ビ ア 数 字

い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当

該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 片 仮 名

該 文 字

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 フ ァ ベ ッ ト

該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 ア ラ ビ ア 数 字

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら

れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら

れ て い る 当 該 文 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら

れ て い る 当 該 文 字

九 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら 片 仮 名

れ て い る 当 該 文 字

十 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら フ ァ ベ ッ ト

れ て い る 当 該 文 字

十 一 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（ も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き

（ 換 え て の 表 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及

（ び 千 を 除 く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
十 二 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら 次

れ て い る も の に 限 る 。 ）

十 三 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら 上 記

れ て い る も の に 限 る 。 ）

十 四 上 欄 左 欄

十 五 下 欄 右 欄

十 六 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

「 ヤ 」 、 「 ユ 」 又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 七 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 二 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て

い る 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 十 の 項 ま で 及 び 十 二 の 項 か ら 十 七 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用

す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）
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九 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら 片 仮 名

れ て い る 当 該 文 字

十 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら フ ァ ベ ッ ト

れ て い る 当 該 文 字

十 一 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（ も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き

（ 換 え て の 表 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及

（ び 千 を 除 く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
十 二 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら 次

れ て い る も の に 限 る 。 ）

十 三 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら 上 記

れ て い る も の に 限 る 。 ）

十 四 上 欄 左 欄

十 五 下 欄 右 欄

十 六 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

「 ヤ 」 、 「 ユ 」 又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 七 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 二 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て

い る 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 十 の 項 ま で 及 び 十 二 の 項 か ら 十 七 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用

す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

栃 木 県 条 例 第 五 十 号

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 三 十

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ）

一 ～ 三 十 六 略 一 ～ 三 十 六 略

三 十 六 の 二 高 齢 者 の 居 住 の 安 略 三 十 六 の 二 高 齢 者 の 居 住 の 安 略

定 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 定 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十

三 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 こ 三 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 こ

の 項 に お い て 「 法 」 と い の 項 に お い て 「 法 」 と い

う 。 ） 及 び 高 齢 者 の 居 住 の 安 う 。 ） 及 び 高 齢 者 の 居 住 の 安

定 確 保 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 定 確 保 に 関 す る 法 律 施 行 規 則

（ 平 成 十 三 年 国 土 交 通 省 令 第 （ 平 成 十 三 年 国 土 交 通 省 令 第

百 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い 百 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い

て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ

く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も

の の） ）

一 法 第 五 十 二 条 第 一 項 一 法 第 五 十 二 条 及 び 第 五 十

（ （の 規 定 に よ る 認 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認

可 可）
二 法 第 五 十 六 条 第 一 項 の 規

（ 定 に よ る 認 可） ） ） ）

三 ～ 十 二 略 二 ～ 十 一 略

（ （ （ （

三 十 七 ～ 四 十 二 略 三 十 七 ～ 四 十 二 略

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（
　
 ）

（
　
 ）

（
　
 ）

（　
 ）

（
一
 ）

（
　
 ）

（　
 ）



（5）号外第56号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月20日　水曜日

栃 木 県 条 例 第 五 十 号

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 三 十

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ）

一 ～ 三 十 六 略 一 ～ 三 十 六 略

三 十 六 の 二 高 齢 者 の 居 住 の 安 略 三 十 六 の 二 高 齢 者 の 居 住 の 安 略

定 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 定 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十

三 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 こ 三 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 こ

の 項 に お い て 「 法 」 と い の 項 に お い て 「 法 」 と い

う 。 ） 及 び 高 齢 者 の 居 住 の 安 う 。 ） 及 び 高 齢 者 の 居 住 の 安

定 確 保 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 定 確 保 に 関 す る 法 律 施 行 規 則

（ 平 成 十 三 年 国 土 交 通 省 令 第 （ 平 成 十 三 年 国 土 交 通 省 令 第

百 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い 百 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い

て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ

く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も

の の） ）

一 法 第 五 十 二 条 第 一 項 一 法 第 五 十 二 条 及 び 第 五 十

（ （の 規 定 に よ る 認 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認

可 可）
二 法 第 五 十 六 条 第 一 項 の 規

（ 定 に よ る 認 可） ） ） ）

三 ～ 十 二 略 二 ～ 十 一 略

（ （ （ （

三 十 七 ～ 四 十 二 略 三 十 七 ～ 四 十 二 略

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 保 有 個 人 情 報 の 提 供 先 へ の 通 知 ） （ 保 有 個 人 情 報 の 提 供 先 へ の 通 知 ）

第 三 十 四 条 実 施 機 関 は 、 訂 正 決 定 に 基 づ く 保 第 三 十 四 条 実 施 機 関 は 、 訂 正 決 定 に 基 づ く 保

有 個 人 情 報 の 訂 正 の 実 施 を し た 場 合 に お い 有 個 人 情 報 の 訂 正 の 実 施 を し た 場 合 に お い

て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 保 有 個 て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 保 有 個

人 情 報 の 提 供 先 （ 情 報 提 供 等 の 記 録 に あ っ て 人 情 報 の 提 供 先 （ 情 報 提 供 等 の 記 録 に あ っ て

は 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び 番 号 利 用 法 第 十 九 条 第 は 、 総 務 大 臣 及 び 番 号 利 用 法 第 十 九 条 第

八 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は 情 報 提 供 七 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は 情 報 提 供

者 又 は 同 条 第 九 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情 者 又 は 同 条 第 八 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情

報 照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 報 照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者

（ 当 該 訂 正 に 係 る 番 号 利 用 法 第 二 十 三 条 第 一 （ 当 該 訂 正 に 係 る 番 号 利 用 法 第 二 十 三 条 第 一

項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 者 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 者

で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 限 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 限

る 。 ） ） に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に る 。 ） ） に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に

よ り 通 知 す る も の と す る 。 よ り 通 知 す る も の と す る 。

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の

利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番

号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 第 一 条 こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の

個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七 号 。 以 下 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二 項 及 び 第 十 九 条 「 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二 項 及 び 第 十 九 条

第 十 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 個 人 番 号 （ 法 第 二 第 十 号 の 規 定 に 基 づ き 、 個 人 番 号 （ 法 第 二

条 第 五 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。 以 下 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 （ 法 第 二 条 第 じ 。 ） の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 （ 法 第 二 条 第

八 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い う 。 以 下 同 八 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 提 供 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の じ 。 ） の 提 供 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。 と す る 。

（ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ） （ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）

第 三 条 法 第 十 九 条 第 十 一 号 の 条 例 で 定 め る 特 第 三 条 法 第 十 九 条 第 十 号 の 条 例 で 定 め る 特

定 個 人 情 報 を 提 供 す る こ と が で き る 場 合 は 、 定 個 人 情 報 を 提 供 す る こ と が で き る 場 合 は 、

別 表 第 三 の 第 一 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 、 別 表 第 三 の 第 一 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 、

同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 に 対 し 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 に 対 し 、

同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に

必 要 な 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の 必 要 な 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の

提 供 を 求 め た 場 合 に お い て 、 同 表 の 第 三 欄 に 提 供 を 求 め た 場 合 に お い て 、 同 表 の 第 三 欄 に

掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提

供 す る と き と す る 。 供 す る と き と す る 。

２ 略 ２ 略

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。



（6） 号外第56号令和３（2021）年10月20日　水曜日 栃 木 県 公 報

（ 保 有 個 人 情 報 の 提 供 先 へ の 通 知 ） （ 保 有 個 人 情 報 の 提 供 先 へ の 通 知 ）

第 三 十 四 条 実 施 機 関 は 、 訂 正 決 定 に 基 づ く 保 第 三 十 四 条 実 施 機 関 は 、 訂 正 決 定 に 基 づ く 保

有 個 人 情 報 の 訂 正 の 実 施 を し た 場 合 に お い 有 個 人 情 報 の 訂 正 の 実 施 を し た 場 合 に お い

て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 保 有 個 て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 保 有 個

人 情 報 の 提 供 先 （ 情 報 提 供 等 の 記 録 に あ っ て 人 情 報 の 提 供 先 （ 情 報 提 供 等 の 記 録 に あ っ て

は 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び 番 号 利 用 法 第 十 九 条 第 は 、 総 務 大 臣 及 び 番 号 利 用 法 第 十 九 条 第

八 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は 情 報 提 供 七 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は 情 報 提 供

者 又 は 同 条 第 九 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情 者 又 は 同 条 第 八 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情

報 照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 報 照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者

（ 当 該 訂 正 に 係 る 番 号 利 用 法 第 二 十 三 条 第 一 （ 当 該 訂 正 に 係 る 番 号 利 用 法 第 二 十 三 条 第 一

項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 者 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 者

で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 限 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 限

る 。 ） ） に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に る 。 ） ） に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に

よ り 通 知 す る も の と す る 。 よ り 通 知 す る も の と す る 。

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の

利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番

号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 第 一 条 こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の

個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七 号 。 以 下 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二 項 及 び 第 十 九 条 「 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二 項 及 び 第 十 九 条

第 十 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 個 人 番 号 （ 法 第 二 第 十 号 の 規 定 に 基 づ き 、 個 人 番 号 （ 法 第 二

条 第 五 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。 以 下 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 （ 法 第 二 条 第 じ 。 ） の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 （ 法 第 二 条 第

八 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い う 。 以 下 同 八 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 提 供 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の じ 。 ） の 提 供 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。 と す る 。

（ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ） （ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）

第 三 条 法 第 十 九 条 第 十 一 号 の 条 例 で 定 め る 特 第 三 条 法 第 十 九 条 第 十 号 の 条 例 で 定 め る 特

定 個 人 情 報 を 提 供 す る こ と が で き る 場 合 は 、 定 個 人 情 報 を 提 供 す る こ と が で き る 場 合 は 、

別 表 第 三 の 第 一 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 、 別 表 第 三 の 第 一 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 、

同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 に 対 し 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 に 対 し 、

同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に

必 要 な 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の 必 要 な 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の

提 供 を 求 め た 場 合 に お い て 、 同 表 の 第 三 欄 に 提 供 を 求 め た 場 合 に お い て 、 同 表 の 第 三 欄 に

掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提 掲 げ る 県 の 執 行 機 関 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提

供 す る と き と す る 。 供 す る と き と す る 。

２ 略 ２ 略

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 条 例 第 五 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 手 数 料 の 徴 収 方 法 ） （ 手 数 料 の 徴 収 方 法 ）

第 三 条 県 が 徴 収 す る 手 数 料 は 、 別 表 第 一 の 八 第 三 条 県 が 徴 収 す る 手 数 料 は 、 別 表 第 一 の 八

の 八 の 項 、 八 の 九 の 項 、 五 十 五 の 二 の 項 か ら の 八 の 項 、 八 の 九 の 項 、 五 十 五 の 二 の 項 か ら

五 十 五 の 四 の 項 ま で 、 百 二 十 五 の 項 、 百 二 十 五 十 五 の 四 の 項 ま で 、 百 二 十 五 の 項 、 百 二 十

六 の 項 、 三 百 三 の 項 、 三 百 二 十 八 の 項 か ら 三 六 の 項 、 三 百 三 の 項 、 三 百 二 十 八 の 項 か ら 三

百 三 十 一 の 項 ま で 、 三 百 七 十 五 の 項 、 三 百 七 百 三 十 一 の 項 ま で 、 三 百 七 十 五 の 項

十 六 の 二 の 項 、 三 百 七 十 七 の 項 、 五 百 十 二 の 、 三 百 七 十 七 の 項 、 五 百 十 二 の

項 及 び 五 百 十 三 の 項 の 事 務 に 係 る も の を 除 く 項 及 び 五 百 十 三 の 項 の 事 務 に 係 る も の を 除 く

ほ か 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴 収 す る 。 ほ か 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴 収 す る 。

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 三 百 七 十 六 略 一 ～ 三 百 七 十 六 略

三 百 七 十 六 の 二 家 一 頭 当 た り 一 回 に つ

畜 伝 染 病 予 防 法 第 き 六 十 円

三 条 の 二 第 一 項 に

規 定 す る 特 定 家 畜

伝 染 病 防 疫 指 針 に

基 づ き 知 事 が 認 定

す る 獣 医 師 が 行 う

豚 熱 予 防 注 射 に 係

る 豚 熱 予 防 液 の 管

理
三 百 七 十 七 ～ 五 百 十 七 略 三 百 七 十 七 ～ 五 百 十 七 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

栃 木 県 条 例 第 五 十 二 号

栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 五 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 定 義 ） （ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。 る 。

一 略 一 略

二 介 護 福 祉 士 養 成 施 設 法 第 四 十 条 第 二 項 二 介 護 福 祉 士 養 成 施 設 法 第 三 十 九 条 第 一

第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 に 基 づ き 、 文 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 に 基 づ き 、 文

部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 し た 学 部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 し た 学

校 又 は 都 道 府 県 知 事 の 指 定 し た 養 成 施 設 を 校 又 は 都 道 府 県 知 事 の 指 定 し た 養 成 施 設 を

い う 。 い う 。

三 ・ 四 略 三 ・ 四 略

（ 返 還 の 免 除 ） （ 返 還 の 免 除 ）

第 十 一 条 知 事 は 、 借 受 者 が 次 の 各 号 の い ず れ 第 十 一 条 知 事 は 、 借 受 者 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 修 学 資 金 の 返 か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 修 学 資 金 の 返

還 の 債 務 の 全 部 を 免 除 す る も の と す る 。 還 の 債 務 の 全 部 を 免 除 す る も の と す る 。

一 社 会 福 祉 士 修 学 資 金 の 借 受 者 に あ っ て 一 社 会 福 祉 士 修 学 資 金 の 借 受 者 に あ っ て

は 、 社 会 福 祉 士 養 成 施 設 を 卒 業 し た 日 の 翌 は 、 社 会 福 祉 士 養 成 施 設 を 卒 業 し た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 に 県 内 に お い て 社 日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 に 県 内 に お い て 社

会 福 祉 士 と し て 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し 、 引 会 福 祉 士 と し て 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し 、 引

き 続 き 七 年 間 （ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 き 続 き 七 年 間 （ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置

援 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 令 和 三 年 法 律 第 十 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ）

九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域

（ 同 法 の 規 定 に よ り 過 疎 地 域 と み な さ れ る （

区 域 を 含 む 。 以 下 「 過 疎 地 域 」 と い う 。 ） 以 下 「 過 疎 地 域 」 と い う 。 ）

に お い て 当 該 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し た 場 合 に お い て 当 該 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し た 場 合

又 は 中 高 年 離 職 者 （ 入 学 時 に 四 十 五 歳 以 上 又 は 中 高 年 離 職 者 （ 入 学 時 に 四 十 五 歳 以 上

の 者 で あ っ て 、 離 職 し て 二 年 以 内 の も の を の 者 で あ っ て 、 離 職 し て 二 年 以 内 の も の を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 相 談 援 助 業 務 に い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 相 談 援 助 業 務 に

従 事 し た 場 合 に あ っ て は 、 三 年 間 ） 当 該 相 従 事 し た 場 合 に あ っ て は 、 三 年 間 ） 当 該 相

談 援 助 業 務 に 従 事 し た と き 。 談 援 助 業 務 に 従 事 し た と き 。

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略

２ 略 ２ 略

附 則

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）



（7）号外第56号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月20日　水曜日

栃 木 県 条 例 第 五 十 二 号

栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 五 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 定 義 ） （ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。 る 。

一 略 一 略

二 介 護 福 祉 士 養 成 施 設 法 第 四 十 条 第 二 項 二 介 護 福 祉 士 養 成 施 設 法 第 三 十 九 条 第 一

第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 に 基 づ き 、 文 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 に 基 づ き 、 文

部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 し た 学 部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 し た 学

校 又 は 都 道 府 県 知 事 の 指 定 し た 養 成 施 設 を 校 又 は 都 道 府 県 知 事 の 指 定 し た 養 成 施 設 を

い う 。 い う 。

三 ・ 四 略 三 ・ 四 略

（ 返 還 の 免 除 ） （ 返 還 の 免 除 ）

第 十 一 条 知 事 は 、 借 受 者 が 次 の 各 号 の い ず れ 第 十 一 条 知 事 は 、 借 受 者 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 修 学 資 金 の 返 か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 修 学 資 金 の 返

還 の 債 務 の 全 部 を 免 除 す る も の と す る 。 還 の 債 務 の 全 部 を 免 除 す る も の と す る 。

一 社 会 福 祉 士 修 学 資 金 の 借 受 者 に あ っ て 一 社 会 福 祉 士 修 学 資 金 の 借 受 者 に あ っ て

は 、 社 会 福 祉 士 養 成 施 設 を 卒 業 し た 日 の 翌 は 、 社 会 福 祉 士 養 成 施 設 を 卒 業 し た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 に 県 内 に お い て 社 日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 に 県 内 に お い て 社

会 福 祉 士 と し て 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し 、 引 会 福 祉 士 と し て 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し 、 引

き 続 き 七 年 間 （ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 き 続 き 七 年 間 （ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置

援 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 令 和 三 年 法 律 第 十 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ）

九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域

（ 同 法 の 規 定 に よ り 過 疎 地 域 と み な さ れ る （

区 域 を 含 む 。 以 下 「 過 疎 地 域 」 と い う 。 ） 以 下 「 過 疎 地 域 」 と い う 。 ）

に お い て 当 該 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し た 場 合 に お い て 当 該 相 談 援 助 業 務 に 従 事 し た 場 合

又 は 中 高 年 離 職 者 （ 入 学 時 に 四 十 五 歳 以 上 又 は 中 高 年 離 職 者 （ 入 学 時 に 四 十 五 歳 以 上

の 者 で あ っ て 、 離 職 し て 二 年 以 内 の も の を の 者 で あ っ て 、 離 職 し て 二 年 以 内 の も の を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 相 談 援 助 業 務 に い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 相 談 援 助 業 務 に

従 事 し た 場 合 に あ っ て は 、 三 年 間 ） 当 該 相 従 事 し た 場 合 に あ っ て は 、 三 年 間 ） 当 該 相

談 援 助 業 務 に 従 事 し た と き 。 談 援 助 業 務 に 従 事 し た と き 。

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略

２ 略 ２ 略

附 則

栃 木 県 条 例 第 五 十 三 号

公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 風 紀 ） （ 風 紀 ）

第 六 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、 第 六 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、

風 紀 を 維 持 し な け れ ば な ら な い 。 風 紀 を 維 持 し な け れ ば な ら な い 。

一 略 一 略

二 七 歳 以 上 の 男 女 の 混 浴 は 、 制 止 す る こ 二 十 二 歳 以 上 の 男 女 の 混 浴 は 、 制 止 す る こ

と 。 た だ し 、 利 用 形 態 か ら 風 紀 上 支 障 が な と 。 た だ し 、 利 用 形 態 か ら 風 紀 上 支 障 が な

い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

三 略 三 略

（ 衛 生 ） （ 衛 生 ）

第 七 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、 第 七 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、

浴 場 内 外 の 清 潔 を 常 に 保 持 し な け れ ば な ら な 浴 場 内 外 の 清 潔 を 常 に 保 持 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

一 ～ 十 三 略 一 ～ 十 三 略

十 四 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 十 四 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使

用 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 残 留 塩 素 用 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 遊 離 残 留

濃 度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に 塩 素 濃 度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に

よ り 難 い 場 合 に あ つ て は 、 塩 素 系 薬 剤 の 使 よ り 難 い 場 合 に あ つ て は 、 塩 素 系 薬 剤 の 使

用 と 同 等 以 上 の 殺 菌 効 果 の あ る 方 法 に よ り 用 と 同 等 以 上 の 殺 菌 効 果 の あ る 方 法 に よ り

消 毒 を 行 う こ と 。 消 毒 を 行 う こ と 。

十 五 ～ 二 十 八 略 十 五 ～ 二 十 八 略

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

第 十 二 条 入 浴 設 備 に つ い て は 、 次 の 措 置 を 講 第 十 二 条 入 浴 設 備 に つ い て は 、 次 の 措 置 を 講

じ な け れ ば な ら な い 。 じ な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 用 七 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 用

し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 残 留 塩 素 濃 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 遊 離 残 留 塩

度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ 素 濃 度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 第 十 一 条 の 規 定 は 、 令 和 三 年 四 月

一 日 以 後 に 新 た に 栃 木 県 社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 与 条 例 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 貸

与 契 約 （ 以 下 「 貸 与 契 約 」 と い う 。 ） を 結 ん だ 者 の 当 該 貸 与 契 約 に 係 る 修 学 資 金 の 返 還 の 免 除 に

つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 貸 与 契 約 を 結 ん だ 者 の 当 該 貸 与 契 約 に 係 る 修 学 資 金 の 返 還 の 免 除 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 高 齢 対 策 課 ）



（8） 号外第56号令和３（2021）年10月20日　水曜日 栃 木 県 公 報

栃 木 県 条 例 第 五 十 三 号

公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 風 紀 ） （ 風 紀 ）

第 六 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、 第 六 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、

風 紀 を 維 持 し な け れ ば な ら な い 。 風 紀 を 維 持 し な け れ ば な ら な い 。

一 略 一 略

二 七 歳 以 上 の 男 女 の 混 浴 は 、 制 止 す る こ 二 十 二 歳 以 上 の 男 女 の 混 浴 は 、 制 止 す る こ

と 。 た だ し 、 利 用 形 態 か ら 風 紀 上 支 障 が な と 。 た だ し 、 利 用 形 態 か ら 風 紀 上 支 障 が な

い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

三 略 三 略

（ 衛 生 ） （ 衛 生 ）

第 七 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、 第 七 条 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 つ て 、

浴 場 内 外 の 清 潔 を 常 に 保 持 し な け れ ば な ら な 浴 場 内 外 の 清 潔 を 常 に 保 持 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

一 ～ 十 三 略 一 ～ 十 三 略

十 四 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 十 四 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使

用 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 残 留 塩 素 用 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 遊 離 残 留

濃 度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に 塩 素 濃 度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に

よ り 難 い 場 合 に あ つ て は 、 塩 素 系 薬 剤 の 使 よ り 難 い 場 合 に あ つ て は 、 塩 素 系 薬 剤 の 使

用 と 同 等 以 上 の 殺 菌 効 果 の あ る 方 法 に よ り 用 と 同 等 以 上 の 殺 菌 効 果 の あ る 方 法 に よ り

消 毒 を 行 う こ と 。 消 毒 を 行 う こ と 。

十 五 ～ 二 十 八 略 十 五 ～ 二 十 八 略

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

第 十 二 条 入 浴 設 備 に つ い て は 、 次 の 措 置 を 講 第 十 二 条 入 浴 設 備 に つ い て は 、 次 の 措 置 を 講

じ な け れ ば な ら な い 。 じ な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 用 七 浴 槽 の 温 湯 の 消 毒 は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 用

し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 残 留 塩 素 濃 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 遊 離 残 留 塩

度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ 素 濃 度 を 管 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ

り 難 い 場 合 に あ つ て は 、 塩 素 系 薬 剤 の 使 用 り 難 い 場 合 に あ つ て は 、 塩 素 系 薬 剤 の 使 用

と 同 等 以 上 の 殺 菌 効 果 の あ る 方 法 に よ り 消 と 同 等 以 上 の 殺 菌 効 果 の あ る 方 法 に よ り 消

毒 を 行 う こ と 。 毒 を 行 う こ と 。

八 ～ 十 四 略 八 ～ 十 四 略

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 第 七 条 第 十

四 号 の 改 正 規 定 及 び 第 二 条 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 生 活 衛 生 課 ）

0
0

栃 木 県 条 例 第 五 十 四 号

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 二 十 五 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 求 償 権 の 放 棄 等 の 承 認 ） （ 求 償 権 の 放 棄 等 の 承 認 ）

第 三 条 略 第 三 条 略

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 申 請 が ２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 申 請 が

あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 が

次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 計 画 に 基 づ く も 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 計 画 に 基 づ く も

の で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 の で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生

に 資 す る と 認 め る と き は 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 に 資 す る と 認 め る と き は 、 当 該 求 償 権 の 放 棄

等 を 承 認 す る こ と が で き る 。 等 を 承 認 す る こ と が で き る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 三 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第

九 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 十 項 に 規 定 す る 特 定 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 五 項 に 規 定 す る 特 定

認 証 紛 争 解 決 事 業 者 が 行 う 同 条 第 二 十 一 項 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 が 行 う 同 条 第 十 六 項

に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き

策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

四 ～ 六 略 四 ～ 六 略

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 支 援 課 ）
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0
0

栃 木 県 条 例 第 五 十 四 号

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 二 十 五 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 求 償 権 の 放 棄 等 の 承 認 ） （ 求 償 権 の 放 棄 等 の 承 認 ）

第 三 条 略 第 三 条 略

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 申 請 が ２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 申 請 が

あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 が

次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 計 画 に 基 づ く も 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 計 画 に 基 づ く も

の で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 の で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生

に 資 す る と 認 め る と き は 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 に 資 す る と 認 め る と き は 、 当 該 求 償 権 の 放 棄

等 を 承 認 す る こ と が で き る 。 等 を 承 認 す る こ と が で き る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 三 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第

九 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 十 項 に 規 定 す る 特 定 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 五 項 に 規 定 す る 特 定

認 証 紛 争 解 決 事 業 者 が 行 う 同 条 第 二 十 一 項 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 が 行 う 同 条 第 十 六 項

に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き

策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

四 ～ 六 略 四 ～ 六 略

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 支 援 課 ）

栃 木 県 条 例 第 五 十 五 号

流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 昭 和 五 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年 第 一 条 こ の 条 例 は 、 下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年

法 律 第 七 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 法 律 第 七 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二

十 五 条 の 三 十 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 五 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七

条 第 二 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ 条 第 二 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 き 、 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定

め る も の と す る 。 め る も の と す る 。

（ 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 ） （ 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 ）

第 三 条 法 第 二 十 五 条 の 三 十 第 一 項 に お い て 準 第 三 条 法 第 二 十 五 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準

用 す る 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 流 域 下 水 道 用 す る 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 流 域 下 水 道

の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 は 、 次 の と お り と す の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 は 、 次 の と お り と す

る 。 る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

（ 終 末 処 理 場 の 維 持 管 理 ） （ 終 末 処 理 場 の 維 持 管 理 ）

第 五 条 法 第 二 十 五 条 の 三 十 第 一 項 に お い て 準 第 五 条 法 第 二 十 五 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準

用 す る 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 終 末 用 す る 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 終 末

処 理 場 の 維 持 管 理 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ 処 理 場 の 維 持 管 理 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

り 行 う も の と す る 。 り 行 う も の と す る 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

附 則

こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 都 市 整 備 課 ）
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栃 木 県 条 例 第 五 十 五 号

流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 昭 和 五 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年 第 一 条 こ の 条 例 は 、 下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年

法 律 第 七 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 法 律 第 七 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二

十 五 条 の 三 十 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 五 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七

条 第 二 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ 条 第 二 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定 き 、 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 等 を 定

め る も の と す る 。 め る も の と す る 。

（ 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 ） （ 流 域 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 ）

第 三 条 法 第 二 十 五 条 の 三 十 第 一 項 に お い て 準 第 三 条 法 第 二 十 五 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準

用 す る 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 流 域 下 水 道 用 す る 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 流 域 下 水 道

の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 は 、 次 の と お り と す の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 は 、 次 の と お り と す

る 。 る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

（ 終 末 処 理 場 の 維 持 管 理 ） （ 終 末 処 理 場 の 維 持 管 理 ）

第 五 条 法 第 二 十 五 条 の 三 十 第 一 項 に お い て 準 第 五 条 法 第 二 十 五 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準

用 す る 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 終 末 用 す る 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 終 末

処 理 場 の 維 持 管 理 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ 処 理 場 の 維 持 管 理 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

り 行 う も の と す る 。 り 行 う も の と す る 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

附 則

こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 都 市 整 備 課 ）

栃 木 県 条 例 第 五 十 六 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 平 成 五 年 栃 木 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 武(
シ
)

道 館 の 表 中

「

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（近的－ を

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

」

「

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（近的－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

に 改

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（遠的－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

」
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め 、 同 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

(ｾ)多目的広場（クレイ）

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,750円 2,360円 3,980円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
4,370円 5,900円 9,950円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
4,370円 5,900円 9,950円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
43,700円 59,000円 99,500円

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第10条第13条関係） 別表（第10条第13条関係）、 、

１６略 １６略～ ～

７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用

料 料

⑴⑺略 ⑴⑺略～ ～

備考 備考

１３略 １３略～ ～

４やむを得ない理由により午前８時30 ４やむを得ない理由により午前８時30

分前又は午後６時後に第２陸上競技 分前又は午後６時後に第２陸上競技

場野球場（本球場） 野球場Ａ野 場野球場（本球場） 野球場Ａ野、 、 、 、 、 、

球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ 球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ、 、 ー 、 、 ー

場サッカ・ラグビ場相撲場 場サッカ・ラグビ場相撲場若、 ー ー 、 、 、 ー ー 、

多目的広場（投てき場）若しくは多目 しくは多目的広場（投てき場）

的広場（クレイ） （以下「第２陸上競 （以下「第２陸上競

技場等」という）若しくはテニス 技場等」という）若しくはテニス。 。

コトを専用利用する場合又は第２陸 コトを専用利用する場合又は第２陸ー ー

上競技場野球場（本球場） サッ 上競技場野球場（本球場） サッ、 、 、 、

カ・ラグビ場テニスコト若し カ・ラグビ場テニスコト若しー ー 、 ー ー ー 、 ー

くは多目的広場（投てき場）の会議室 くは多目的広場（投てき場）の会議室

を利用する場合の使用料は当該午前 を利用する場合の使用料は当該午前、 、

８時30分前又は午後６時後の利用時間 ８時30分前又は午後６時後の利用時間

１時間につき次に掲げる額にそれぞ １時間につき次に掲げる額にそれぞ、 、

れ1.5を乗じて得た額とするこの場 れ1.5を乗じて得た額とするこの場。 。

合においてその額に10円未満の端数 合においてその額に10円未満の端数、 、

があるときは当該端数を切り捨てる があるときは当該端数を切り捨てる、 、

ものとする ものとする。 。

⑴・⑵略 ⑴・⑵略

５７略 ５７略～ ～

８第２陸上競技場野球場（本球 ８第２陸上競技場野球場（本球、 、

場） サッカ・ラグビ場若しくは 場） サッカ・ラグビ場又は、 ー ー 、 ー ー

多目的広場（投てき場）を専用利用す 多目的広場（投てき場）を専用利用す

る者が当該専用利用に際し当該専用利 る者が当該専用利用に際し当該専用利

用に係る施設の会議室を利用する場合 用に係る施設の会議室を利用する場合

又は多目的広場（クレイ）を専用利用

する者が当該専用利用に際し多目的広

場（投てき場）の会議室を利用する場

合の使用料は無料とする の使用料は無料とする、 。 、 。

９略 ９略

８略 ８略

附 則

１ こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ

ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 、 同 部 備 考 の 改

正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条第12条関係） 別表第１（第７条第12条関係）、 、

１栃木県総合運動公園 １栃木県総合運動公園

⑴運動施設 ⑴運動施設

施 設 名 施 設 名

略 略

栃木県総 栃木県総

合運動公多目的広場（投てき場） 合運動公多目的広場（投てき場）

園北・中 園北・中

央エリア
多目的広場（ クレイ） 央エリア

略 略

略 略

⑵・⑶略 ⑵・⑶略

２９略 ２９略～ ～

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）
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８第２陸上競技場野球場（本球 ８第２陸上競技場野球場（本球、 、

場） サッカ・ラグビ場若しくは 場） サッカ・ラグビ場又は、 ー ー 、 ー ー

多目的広場（投てき場）を専用利用す 多目的広場（投てき場）を専用利用す

る者が当該専用利用に際し当該専用利 る者が当該専用利用に際し当該専用利

用に係る施設の会議室を利用する場合 用に係る施設の会議室を利用する場合

又は多目的広場（クレイ）を専用利用

する者が当該専用利用に際し多目的広

場（投てき場）の会議室を利用する場

合の使用料は無料とする の使用料は無料とする、 。 、 。

９略 ９略

８略 ８略

附 則

１ こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ

ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 、 同 部 備 考 の 改

正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条第12条関係） 別表第１（第７条第12条関係）、 、

１栃木県総合運動公園 １栃木県総合運動公園

⑴運動施設 ⑴運動施設

施 設 名 施 設 名

略 略

栃木県総 栃木県総

合運動公多目的広場（投てき場） 合運動公多目的広場（投てき場）

園北・中 園北・中

央エリア
多目的広場（ クレイ） 央エリア

略 略

略 略

⑵・⑶略 ⑵・⑶略

２９略 ２９略～ ～

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）


